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千円 千円 千円

分類

割合（％）

30.8%
30.8%
0.0%
0.0%

69.2%
0.0%
0.0%

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%

平成２４年度より、国県補助率が、７０％から６５％に変更になった。

成果指標の推移① 2 0 2
成果指標の推移②

特
記
す
べ
き
事
項
等

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0%
交付件数 2 0 2

支出計/前年度支出計 0.0% 0.0%
自己資金/前年度自己資金 0.0%

0.0%

計 65,419,200 100.0% 0 46,955,959
（翌年度繰越金） 0.0%

0.0%

46,955,959
人件費 0.0%

支
出

事業費 65,419,200 100.0% 0

その他事務費 0.0%

0.0%

32,499,000

計 65,419,200 100.0% 0 46,955,959
（前年度繰越金） 0.0%

0.0%

自己負担 19,627,200 30.0% 14,456,959
事業収入 0.0%

0.0%
市補助金 45,792,000 70.0% 0

上記項目の
積算方法 市の補助率は、合併以前の旧４町の補助率を継承

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成24年度 平成25年度 平成26年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 19,627,200 30.0% 0 14,456,959

寄付金・その他助成

補助対象経費 被覆施設・洗浄施設

補助対象事
業・活動の内

容

桜島降灰に伴う農作物の被害を防ぎ、農業者の経営安定を図るため、被覆施設・洗浄施設の
整備を実施する。

補助金額又は
補助率

事業費の７０％以内（国県：６５％以内、市：５％以内）

成果指標②

補助対象者 農業者の組織する団体、市町村、農業協同組合

1,355

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 申請者数（団体/年） 2 平成32年度

平成27年度
予算額

20,609 千円

国県支出金 その他 一般財源 その他の内容

19,254

事務事業名 農業施設等整備事業費

根拠法令 薩摩川内市農林水産部関係補助金等交付要綱、活動火山周辺地域防災営農対策事業実施要領

補助経過年数 ２１年以上

平成27年度 補助金名：活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 評価表

所管部課名 農林水産部農政課

運営補助のみ 事業補助のみ 運営補助と事業補助の両方 その他
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〈補助金の視点別評価〉

評価

A

A

A

A

A

A

A

A

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

≪今後の改革の方向性≫

外
部
評
価
結
果

≪視点別評価≫

　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画≫ ≪まとめ≫

≪上記方向の理由≫

農家の減少や高齢化など担い手不足が早急の課題となっ
ており、優れた担い手の育成及び確保は農業の発展だけ
でなく地域社会の活性化を図る上で重要な課題となって
いる。

　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直接
実施するよりも、行政以外の者が行う方が適当で
あると明確に認められる。

要望に応じて事業を実施しているため、行政
以外の者が行う方が適当である。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積
算されたものであり、かつ、社会経済情勢に照ら
し、著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。
（交付要綱の補助基準）

県が定めた補助率である。また、市の補助金
も著しく妥当性を欠くものではない。

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし合
わせて、自助努力がみられないなど、明らかに半
永続的・固定的な補助にはならないと見込まれ
る。

　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

経営改善を図る際、機械・施設の導入が必要
な時にのみ事業を実施している。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の状
況においても一定の公益性が認められる。

農業は、地域に密着した職業であり、地域活
動（環境保全作業等）を含め地域の活性化に
貢献している。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助
金等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は
当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段である
と明確に認められる。

国・県事業の目的に該当するものを対象とし
ており、市がその支援としてとして補助する
ことは、妥当である。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定され、
その内容は補助目的に照らし、公費を充てるもの
として、著しく妥当性を欠くものとはなっていな
い。

対象経費は、補助事業要領に規定され、補助
事業に合致し、妥当なものである。

≪今後の改革の方向性≫

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等
の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与している。

地域の担い手が確保できることで、食料の安
定供給、農村環境の保全、地域の活性化が図
られるため

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

①県から事業採択を受けた事業を実施してい
る。
②農業経営を安定させるためには、経営改善
に必要な機械や施設等の投資が必要となるた
め

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の団
体等に一定の補助を行うことが直ちに必要である
と認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服等
の観点から、当面、補助を通じた行政の支援が必
要であると認められる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合
致しており、かつ、その目標・成果の達成に向け
て、適切な効果を生じている。（その目標・成果
を測るための適当な効果指標の設定がなされてい
る。）

農家が減少する中、担い手農家の確保や安定
した食糧供給、農地保全等が図られている。

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

要件 項　　目 評価した内容についての説明

現状のまま継続

見直しの上で継続

休止

廃止

拡大 他の補助金と統合

補助内容の改善 縮小 移管

⇒今後の方向性

現状のまま継続

見直しの上で継続

休止

廃止

拡大 他の補助金と統合

補助内容の改善 縮小 移管

⇒今後の方向性
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